
  

聖籠町告示第３１号  

聖籠町高齢者フレイル対策事業実施要綱を次のように定める。  

令和２年３月２６日  

                   聖籠町長 西脇 道夫  

   聖籠町高齢者フレイル対策事業実施要綱  

（目的）  

第１条 この告示は、加齢に伴い運動機能や認知機能など心身の活力

が低下している状態と認められる高齢者に対し、通所によって、そ

の身体状態に応じた運動指導及び健康教育等を行うことにより、生

活機能の維持向上を図り、もって高齢者の心身の健康保持及び増進

に資することを目的とする。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号の定めるところによる。  

 （１） フレイル 加齢に伴い運動機能や認知機能など心身の活力

が低下している状態で、健康な状態と要介護状態の中間の状

態をいう。  

 （２） 高齢者  おおむね６５歳以上であり、かつ、フレイル対策

が必要と認められる者をいう。  

 （対象者）  

第３条 対象者は、聖籠町に住所を有する高齢者とする。  

 （実施場所）  

第４条 実施場所は、聖籠町が条例により設置する公共施設とする。  

 （実施日及び実施時間）  

第５条 実施日及び実施時間は、前条に規定する施設の運営に支障の

ない範囲において、町長が別に定める。  

 （実施内容）  

第６条 実施内容は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められる

ものとする。  

 （１） 送迎  



  

 （２） 健康チェック  

 （３） 運動機器等を使用した運動指導  

 （４） フレイルの予防に資する健康教育  

 （５） その他目的達成に必要な活動  

 （利用料）  

第７条 利用料は、次の各号の定めるところによる。  

 （１） ７５歳以上 無料  

 （２） ７５歳未満 １回につき１００円  

 （利用の申込及び決定）  

第８条 事業を利用しようとする者（以下「申込者」という。）は、聖

籠町高齢者フレイル対策事業利用申込書（様式第１号）に基本チェ

ックリスト（様式第２号）を添付して、町長に提出しなければなら

ない。  

２ 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに

係る基本チェックリストを別表に掲げる基準に照らして審査した上、

利用の可否について決定し、聖籠町高齢者フレイル対策事業利用承

認（不承認）決定通知書（様式第３号）により当該申込者に通知す

るものとする。  

 （利用の停止又は取り消し）  

第９条 町長は、前条の規定により利用の承認を受けた者が次の各号

のいずれかに該当するときは、利用の停止又は取り消しをすること

ができる。  

 （１） 伝染性疾患にり患した者  

 （２） 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められる者  

 （３） 介護サービスを受けることが適切であると認められる者  

 （４） その他町長が適当でないと認めた者  

 （委任）  

第１０条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事

項は、町長が別に定める。  

附 則  



  

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

  



  

別表（第８条関係）  

 

①  様式第 1 号の基本チェックリストに規定する質問項目 (以下この表において

「質問項目」という。 )No.1 から 20 までの 20 項目のうち 10 項目以上に該当  

②  質問項目 No.6 から 10 までの 5 項目のうち 3 項目以上に該当  

③  質問項目 No.11 から 12 までの 2 項目の全てに該当  

④  質問項目 No.13 から 15 までの 3 項目のうち 2 項目以上に該当  

⑤  質問項目 No.16 に該当  

⑥  質問項目 No.18 から 20 までの 3 項目のうちいずれか 1 項目以上に該当  

⑦  質問項目 No.21 から 25 までの 5 項目のうち 2 項目以上に該当  

 

 

 

 

  

https://www1.g-reiki.net/tainai/reiki_honbun/r192RG00001334.html#e000000573


  

様式第１号（第８条関係）  

 

 

 

 

  



  

様式第２号（第８条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 


